　　滝沢市成年後見制度利用支援事業実施要綱（平成１７年１１月２９日告示第２３５号）
　（目的）
第１条　この告示は、知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第２８条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第５１条の１１の２及び老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第３２条並びに発達障害者支援法（平成１６年法律第１６７号）第１２条及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第７７条第１項第４号の規定に基づき、市長が家庭裁判所に対して行う成年後見、保佐及び補助（以下「成年後見等」という。）の開始に係る審判の請求及び報酬費用の助成について必要な事項を定め、要支援者の自己決定を尊重し、及び権利を擁護し、もって要支援者の福祉の向上を図ることを目的とする。
　（定義）
第１条の２　この告示において「知的障がい者」とは、知的障害者福祉法にいう知的障害者をいう。
２　この告示において「精神障がい者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条に規定する精神障害者をいう。
３　この告示において「発達障がい者」とは、発達障害者支援法第２条第２項にいう発達障害者をいう。
４　この告示において「高齢者」とは、６５歳以上の者（６５歳未満の者であって特に支援が必要と認められる者を含む。）をいう。
５　この告示において「要支援者」とは、前各項に規定する知的障がい者、精神障がい者、発達障がい者及び高齢者をいう。
　（対象者）
第２条　市長が成年後見等の審判を請求することができる知的障がい者、精神障がい者又は発達障がい者（以下この条において「知的障がい者等」という。）は、次のいずれにも該当する者で、市長が成年後見等の審判の請求を必要と認めたものとする。
（１）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第１９条第２項及び第３項の規定により同条第１項に規定する介護給付費等の支給決定又は同法第７６条第４項の規定により同条第１項に規定する補装具費の支給認定を市が行うべき者
（２）知的障がい、精神障がい又は発達障がいにより判断能力が極めて不十分な者
（３）配偶者及び二親等（民法（明治２９年法律第８９号）第７２６条の規定により定められた親等をいう。以下同じ。）内の親族（以下「親族等」という。）がいない者
（４）親族等がいるものの、連絡を取ることができない、協力を得ることができないその他の理由により親族等による成年後見等の審判の請求が極めて困難であるため、市長が当該知的障がい者等の権利を擁護する必要があると認めた者
（５）前各号に定めるもののほか市長が成年後見等の審判の請求が必要と認める事項を満たす者
２　市長が成年後見等の審判を請求することができる高齢者は、次のいずれにも該当する者で、市長が成年後見等の審判の請求を必要と認めたものとする。
（１）市内に住所を有する者（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１３条第１項の規定による他市区町村の住所地特例対象被保険者を除く。）又は介護保険法第１３条第１項に規定する市の住所地特例対象被保険者である者
（２）介護保険法第５条の２第１項に規定する認知症の状態である者
（３）親族等がいない者
（４）親族等がいるものの、連絡を取ることができない、協力を得ることができないその他の理由により親族等による成年後見等の審判の請求が極めて困難であるため、市長が当該高齢者の権利を擁護する必要があると認めた者
（５）前各号に定めるもののほか市長が成年後見等の審判の請求が必要と認める事項を満たす者
３　市長は、他市区町村長が成年後見等の審判を請求することができないことが明らかな要支援者であり、かつ、市内に住所を有する要支援者である場合に限り、当該要支援者の権利を擁護する必要があると認めた場合は第１項第１号及び前項第１号の規定にかかわらず成年後見等の審判を請求することができる。
４　市長は、第１項各号及び第２項各号のいずれにも該当する要支援者（前項に規定する者を含む。）の場合、第２項の対象者として成年後見等の審判を請求するものとする。
　（事業内容）
第３条　この告示に定める滝沢市成年後見制度利用支援事業の内容は、次のとおりとする。
（１）知的障害者福祉法第２８条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５１条の１１の２及び老人福祉法第３２条の規定に基づく成年後見等の審判の請求
（２）発達障害者支援法第１２条の規定に基づく発達障がい者の権利擁護のために市長が行う成年後見等の審判の請求
（３）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第７７条第１項第４号の規定による地域生活支援事業として市長が行う成年後見等の審判の請求
（４）前３号の規定による成年後見等の審判の請求に要する費用（以下「審判費用」という。）の負担
（５）成年後見等の審判の請求に基づき選任された成年後見人、保佐人又は補助人（以下「成年後見人等」という。）の報酬の全部又は一部に対する助成
　（審判の請求の種類）
第４条　市長が行う成年後見等の審判の請求の種類は、次のとおりとする。
（１）後見開始の審判の請求（民法第７条の規定によるもの）
（２）保佐開始の審判の請求（民法第１１条の規定によるもの）
（３）保佐人の同意を要する行為に関する審判の請求（民法第１３条第２項の規定によるもの）
（４）保佐人に代理権付与の審判の請求（民法第８７６条の４第１項の規定によるもの）
（５）補助開始の審判の請求（民法第１５条第１項の規定によるもの）
（６）補助人の同意を要する行為に関する審判の請求（民法第１７条第１項の規定によるもの）
（７）補助人に代理権付与の審判の請求（民法第８７６条の９第１項の規定によるもの）
　（審判の請求の可否の決定）
第５条　市長は、要支援者について次に掲げる調査を実施し、その結果を総合的に検討して、審判の請求の可否を決定するものとする。
（１）登記事項の調査　要支援者が、成年被後見人、被保佐人又は被補助人でないこと及び任意後見契約を締結していないことを法務局の登記事項証明書により調査する。
（２）親族等の調査　要支援者の戸籍謄本その他必要な書類の交付を受け、要支援者の親族等の存否を調査する。
（３）親族等との調整　親族の成年後見等について（様式第１号）及び市長が審判の請求を行うことについての後見等開始の審判申立同意書（様式第２号）により親族等が審判の請求をする意思がないことを調査する。
（４）収入、資産等の調査　収入及び資産状況調査票（様式第３号）により要支援者の収入、資産等を調査する。
　（審判費用）
第６条　市長は、前条の規定により成年後見等の審判の請求を行うことを決定した場合、成年後見等の審判の請求に要する費用のうち次の費用について、非訟事件手続法（平成２３年法律第５１号）第２６条の規定により、負担するものとする。
（１）申立手数料
（２）登記手数料
（３）郵券代
（４）診断書料
（５）鑑定料（補助の場合を除く。）
　（審判費用の求償）
第７条　市長は、審判費用について、要支援者の収入、資産等の状況から審判費用の全部又は一部を当該要支援者に負担させることが適当であると認めたときは、非訟事件手続法第２８条の規定により、当該費用の求償に係る申立てを行うものとする。
２　市長は、前項の審判費用の求償の申立てを行う場合は、審判の申立費用に関する上申書（様式第４号）を家庭裁判所に提出するものとする。
３　市長は、家庭裁判所が審判費用について当該要支援者が負担すべきと認めた場合は、審判の請求に要した費用の請求について（様式第５号）により当該審判費用を求償するものとする。
　（費用の補助）
第８条　市長は、成年後見等の開始の審判が決定された要支援者のうち、次の者が負担する成年後見人等の報酬に対して助成することができる。
（１）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条に規定するいずれかの支援給付を受けている者
（２）収入、資産等の状況から前号に準じると市長が認める者
２　前項の規定に関わらず、市長は、前項に定める要件を満たしている要支援者が助成金の交付を受ける前に死亡した場合においては、報酬付与の審判により報酬を付与するとされた成年後見人等に対して、当該付与するとされた報酬の全部又は一部について助成金を交付することができる。
３　前２項の規定に関わらず、成年後見人等が配偶者又は４親等内の親族である場合は、当該成年後見人等への報酬に係る助成は行わない。
　（補助金の額）
第９条　前条の補助金の額は、要支援者が在宅者である場合は月額２８，０００円を、施設入所者である場合は月額１８，０００円を上限とし、予算の範囲内において市長が認めた額とする。
２　前項に規定する施設入所者とは、次のいずれかに該当する施設又は住居に入所又は入居している者をいう。
（１）生活保護法に規定する保護施設
（２）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設
（３）老人福祉法に規定する老人福祉施設
（４）介護保険法に規定する介護保険施設
（５）医療法（昭和２３年法律第２０５号）に規定する病院及び診療所（３月を超えて入院した場合に限る。）
（６）前各号に掲げる施設に類する施設であって市長が認めるもの
３　成年被後見人等が助成金の交付を受ける前に死亡した場合の助成金の額は、第１項の規定にかかわらず、遺留資産で不足する額の範囲内とする。
４　助成の対象期間は、１回の申請につき１２月分以内で、かつ、家庭裁判所に提出した直近の後見人等事務報告書の報告期間内とする。ただし、成年後見人等が選任された初年の報酬については、この限りでない。
　（補助金の申請等）
第１０条　第８条に規定する助成を受けようとする要支援者及びその成年後見人等は、滝沢市成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書（様式第６号）に家庭裁判所が発行する報酬付与の審判の決定通知書の写しを添付して市長に申請しなければならない。
２　助成の申請は年度内に１回限りとする。ただし、特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
３　市長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、助成の可否及び助成金の額を決定し、滝沢市成年後見制度利用支援事業助成金交付決定（却下）通知書（様式第７号）により、申請者に通知する。
４　申請者は、助成金の決定を受けたときは、滝沢市成年後見制度利用支援事業助成金請求書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。
５　市長は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から起算して３０日以内に、助成金を支払うものとする。
　（報告の義務）
第１１条　助成金の交付の決定を受けた要支援者の成年後見人等は、次のいずれかに該当したときは、滝沢市成年後見制度利用支援事業報告書（様式第９号）により速やかに市長に報告しなければならない。
（１）要支援者の収入及び資産状況に変更があったとき。
（２）成年後見人等に対する報酬の額に変更があったとき。
（３）成年後見人等に異動又は変更があったとき。
（４）成年後見等が終了したとき。
　（助成の中止又は返還）
第１２条　市長は、第１０条第３項の規定により助成を行うことを決定した要支援者及びその成年後見人等のうち、収入、資産等の状況の変化又は転出若しくは死亡により助成の必要がないと認めたときは、助成を中止し、又は既に交付した助成金の返還を求めることができる。
２　市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があると認めたときは、直ちに交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
　（補則）
第１３条　この告示に定めるもののほか、成年後見制度利用支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
　　　附　則
　この告示は、平成１７年１２月１日から施行する。
　　　附　則（平成２０年８月８日告示第１２８号）
　この告示は、公示の日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。
　　　附　則（平成２３年２月１６日告示第３４号）
　（施行期日）
１　この告示は、平成２３年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　この告示の施行の日前に、この告示による改正前の滝沢村成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定によりなされた処分等については、改正後の滝沢村成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定によりなされた処分とみなす。
　　　附　則（平成２５年３月２２日告示第２４号）
　（施行期日）
１　この告示は、平成２５年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　この告示の施行の日前に、現に改正前のそれぞれの告示の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
　　　附　則（平成２５年１２月１３日告示第１７６号抄）
　（施行期日）
１　この告示は、平成２６年１月１日から施行する。
　　　附　則（平成２５年１２月１３日告示第１７７号）
この告示は、平成２６年１月１日から施行する。
　　　附　則（平成２６年１０月１日告示第１４３号）
この告示は、平成２６年１０月１日から施行する。
　　　附　則（平成２８年３月２２日告示第３３号）
　（施行期日）
１　この告示は、平成２８年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請等に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
３　この告示の施行の際、それぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。
　　　附　則（平成３０年１月１２日告示第５号）
　この告示は、平成３０年４月１日から施行する。
　　　附　則（令和８年３月２５日告示第３６号）
　（施行期日）
１　この告示は、令和８年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　この告示による改正後の滝沢市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の報酬付与の審判のあった報酬に係る申請について適用し、同日前の報酬に係る申請については、なお従前の例による。

